
総社市立保育所条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  平成２７年３月２０日 

 

                                       総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第１３号    

 

総社市立保育所条例の一部を改正する条例 

 

総社市立保育所条例（平成１７年総社市条例第１２７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（保育所の入所） 

第７条 保育所に入所できる児童は，総社市保育の必要性の認定基準に関す

る条例（平成２６年総社市条例第２５号）第３条の規定に該当する者とす

る。 

２ 略 

 

 

（保育所の入所） 

第７条 保育所に入所できる児童は，総社市保育の実施に関する条例（平成

１７年総社市条例第１２８号）第２条の規定に該当する者とする。 

 

２ 略 

 

 

   附 則 

 この条例は，平成２７年４月１日から施行する。 


